
第８回木曽川下流水防災協議会

～「木曽三川下流部の取組方針」
令和３年度のフォローアップ～

資料ー３



・平成27年9月関東・東北豪雨災害では、鬼怒川において越水や堤防決壊等により浸水戸数は約

一万棟、孤立救助者数は約四千人となる等、甚大な被害が発生したことを踏まえ、平成27年12

月11日に「水防災意識社会再構築ビジョン」が策定された。

・関係市町村や県が連携して減災のための目標を共有し、ハード・ソフトを一体的かつ計画的に

推進するための協議・情報共有を行い「水防災意識社会」を再構築することを目的とする。

1) 現状の水害リスク情報や取組状況の共有

2) 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水を実現するために各

構成員がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた「木曽三川下流部の取組方針」の作成

3) 「木曽三川下流部の取組方針」に基づく対策の実施状況のフォローアップ

4) その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項

平成28年7月6日 木曽川下流水防災協議会 設立

※本会議は、水防法（昭和24年法律第193号）第15条の9及び第15条の10に基づく大規模氾濫減災協議会である

（1）取組方針の概要

背景

目的（規約第2条）

実施事項 （規約第5条）
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本協議会では、水防災に関する現状及び課題を踏まえ、円滑かつ迅速な避難や的確な水防活動等を実施す
るために、令和7年までに各構成機関がそれぞれ又は連携して取り組む事項について検討を進め、今般、
「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく木曽三川下流部の取組方針」としてとりまとめたものである。

このような推進体制のもと、平成28年度から令和2年度までの取組進捗を踏まえ、令和3年度から令和7年度
までの主な取組についての骨子は以下のとおりである。

①洪水・高潮による人的被害の軽減に向けた避難行動（広域避難含む）のための取組を進めていく。

②迅速な避難と被害の最小化に向けた地域住民の防災意識向上のための取組を進めていく。

③洪水・高潮による社会経済被害の軽減のための迅速な水防・排水活動の取組を進めていく。

④河川管理者によるハード対策（洪水氾濫を未然に防ぐ対策、危機管理型ハード対策、その他

防災・減災に備えるハード対策）を進めていく。

・各構成機関は、本取組方針に基づき連携して減災対策に取り組み、毎年出水期前に開催する協議会におい
て、対策の進捗状況の共有や、必要に応じて本取組方針の見直しを行うなどのフォローアップを行い、水防
災意識を高めていくこととしている。

※なお本取組方針は、本協議会規約第 5 条に基づき作成したものである。

（1）取組方針の概要

「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく木曽三川下流部の取組方針について
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木曽三川下流部の大規模な水害に対し、これまで以上に管内の自治体等と連携し、「住民の防災意識の向
上」、「人的被害・社会経済被害の最小化」、「逃げ遅れによる人的被害ゼロの実現」を目指す。

※大規模な水害 ：想定し得る最大規模の降雨に伴う高潮・洪水による氾濫被害
※人的被害の最小化 ：大規模な水害が発生した際の人的被害を少しでも軽減
※社会経済被害の最小化：大規模な水害による社会経済被害を軽減し、早期に再開できる状態

5年間（令和7年まで）で達成すべき目標

（1）取組方針の概要

〇上記目標達成に向けた3本柱の目標

1）洪水・高潮による人的被害の軽減に向けた避難行動（広域避難含む）のための取組

2）迅速な避難と被害の最小化に向けた地域住民の防災意識向上のための取組

3）洪水・高潮による社会経済被害の軽減のための迅速な水防・排水活動の取組

〇今後5年間で河川管理者が実施するハード対策

（洪水氾濫を未然に防ぐ対策、危機管理型ハード対策、その他防災・減災に備えるハード対策）

令和3年8月31日 木曽川下流部の取組方針を策定

防災訓練や防災教育の実施、住民一人一人の避難行動の認識の徹底、被災者、企業の早期生活再建を支援する
ためのライフラインの早期復旧などについても検討を実施する。

令和7 年度までに、木曽三川下流部の大規模な水害に対し、これまで以上に管内の自治体と連携し、「住民の
防災意識の向上」、「人的被害・社会経済被害の最小化」、「逃げ遅れによる人的被害ゼロの実現」を目指す
ものとする。

減災のための目標
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 一部の自治体で実施（すべての自治体で未実施を含む）している項目

 多くの自治体で実施している項目

 すべての自治体で実施している項目

（2）平成28年度～令和３年度の主な取組成果
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1）洪水・高潮による人的被害の軽減に向けた避難行動（広域避難含む）のための取組

2）迅速な避難と被害の最小化に向けた地域住民の防災意識向上のための取組

3）洪水・高潮による社会経済被害の軽減のための迅速な水防・排水活動の取組

4）河川管理者によるハード対策

凡

例

洪水予報の提供・住民の理解向上（1-A）、ハザードマップの全戸配布（2-A）、 CCTV カメラ映像の

公開と高度化、情報の入手、活用方法の周知（2-C)、避難に関する訓練（2-G)、水防警報の提供（3-

A）、防災拠点等の整備（5-C)

ホットラインの訓練（1-B）、タイムラインの訓練、課題抽出（1-C)、観光客（外国人等）への情報提

供（2-B）、学校防災教育に関わるツールの作成など（2-F）、避難誘導体制の検討（3-B）、地域BCP

の策定状況（4-D)、洪水氾濫を未然に防ぐ対策（5-A)、災害時の情報共有のルール策定状況（5-D)

ホットラインの事前調整・情報周知（1-B）、タイムラインの作成（1-C）ハザードマップの策定

（2-A）、防災・減災について住民の意識向上のための出前講座などの実施（2-E)、重要水防箇所の

認知（3-D)、浸水時の耐水対策の推進（3-E)、排水設備の情報の共有（4-A)

 多くの自治体で実施している項目



１）洪水・高潮による人的被害の軽減に向けた避難行動のための取組 令和4年7月1日
　

取組状況（R03）
水資源機構中部支社

取組状況（R03）
桑名市

取組状況（R03）
海津市

取組状況（R03）
弥富市

取組状況（R03）
愛西市

取組状況（R03）
木曽岬町

取組状況（R03）
津島市

取組状況（R03）
蟹江町

取組状況（R03）
飛島村

取組状況（R03）
岐阜地方気象台

取組状況（R03）
名古屋地方気象台

取組状況（R03）
津地方気象台

洪水予報の提供 ・発表している内容や用語等の情報が分かりにくい
・公開した洪水予報に関する情報を住民が入手していない
・洪水予報の意味や洪水予報を踏まえ対応すべきことに対
し、住民の理解の向上が必要
・洪水時のダム操作など防災施設の機能等について住民の
理解が必要

1-A 水防計画に洪水予報を位
置付け
⇒R2年度版あり

水防計画に洪水予報位置
づけ済

R5.3月にハザードマップを
全戸配布して理解向上を
図る。

出前講座や職員防災教育
などで職員、住民に周知し
早めの避難の促進に役立
てていく。

出前講座や市広報紙で啓
発していく。

・水防計画に洪水予報を位
置付け、ハザードマップの作
成
・広報誌等による周知

出前講座や防災映像、市広
報誌等で啓発していく。

住民に対して、防災講習会
等により関連知識、情報の
入手手段等について引き続
き普及に努める
⇒取組として防災講習会等
により関連知識、情報の入
手手段等の普及を継続実
施

村独自のタイムラインは策
定済み
⇒取組としてタイムラインを
策定
今後は、河川管理者等との
調整予定

岐阜県や防災関係機関、
報道機関への確実な伝達

気象庁HPを通じた防災気
象情報の提供、及び、住民
への情報理解促進のための
周知・広報やツールの提供

気象庁HPを通じた防災気
象情報の提供、及び、住民
への情報理解促進のための
周知・広報やツールの提供

ホットラインの実施 ・ホットラインにおける報告内容に関する事前調整が不十分
・ホットラインの訓練が未実施

1-B ホットラインの位置付けにつ
いて首長を含む役所内に
周知

・関係組織連絡先を「災害
対策本部必携」に綴ってあ
る。

・台風時関係組織より情報
提供あり

ホットラインについて首長に
周知

ホットラインについて首長に
周知

ホットラインについて、首
長・関係管理職に周知
⇒年度当初に関係者に周
知

年度当初にホットラインの
位置付けについて首長に周
知済み
⇒年度当初に毎年周知す
るように改善

首長、関係管理職等に開
設を周知

・ホットラインについて、首
長・関係管理職に周知
⇒関係管理職が追加

・全市町村の首長とのホット
ラインの番号確認

県内首長との懇談を通じた
ホットライン実施の説明、電
話番号確認

県内首長との懇談を通じた
ホットライン実施の説明、電
話番号確認

タイムラインの策定 ・作成したタイムラインの運用として、訓練や課題の抽出など
が未実施

1-C ・H28.5に木曽川下流河川
事務所との間でタイムライン
を策定
令和3年度に桑名市版風
水害用タイムラインを作
成。

木曽川下流河川事務所と
の間でタイムライン策定済
（H28段階）

木曽川下流河川事務所と
の間でタイムライン策定済
（H28段階）

H29年5月に木曽川下流河
川事務所との間でタイムラ
イン策定済

・木曽川下流河川事務所と
の間でタイムライン策定済
・木曽岬町タイムラインの作
成済（R1）
R1に作成したタイムラインを
活用した訓練を毎年行う

木曽川下流河川事務所と
の間でタイムライン策定済
（H28段階）

津島市マイ・タイムラインを
作成済み（R2）

・国、県等の助言を受け
H29年度策定後、今後、状
況の変化に応じた改訂を実
施
・運用、訓練を通じて検証
実施、必要があれば修正

・木曽川下流河川事務所と
の間でタイムライン策定済
・村独自のタイムラインも策
定済

岐阜県タイムライン策定へ
の助言･協力

愛知県水害対応タイムライ
ン策定への助言･協力
⇒市町村担当者会議、
ワークショップなどを通じ
て、防災気象情報の理解・
利用の促進を継続実施。

三重県水害対応タイムライ
ン策定への助言･協力

・各市町村の避難指示等の発令状況が、河川管理者、各市
町村間で適時・適切に把握できていない
・発令状況伝達ルールが確立できていない

1-D H28.5に木曽川下流河川
事務所との間でタイムライン
を策定済（H28段階）

タイムライン策定済（H28段
階）

木曽川下流河川事務所と
の間でタイムライン策定済
（H28段階）

木曽川下流河川事務所と
の間でタイムライン策定済

町のタイムラインと洪水予
報等を活用した河川管理
者との合同訓練

木曽川下流河川事務所と
の間でタイムライン策定済

・木曽川下流河川事務所と
の間でタイムライン策定済
・国、県等の助言を受け２９
年度策定、今後、状況の変
化に応じた改訂を実施

・木曽川下流河川事務所と
の間でタイムライン策定済
・村独自のタイムラインも策
定済み

・犠牲者ゼロ実現に向け、気象情報を活用した早期避難（台
風上陸 36～24 時間前）の意思決定基準を定めることが必
要
・管内市町村の連携のもとで整合がとれた広域避難の意思
決定を行うとともに、国や県なども含めた意思決定体制および
指揮系統を整備することが必要

1-E 地域防災計画に避難勧告
等の発令基準を記載

地域防災計画に避難勧告
等の発令基準を記載
⇒R2.2版あり
⇒R3.11版あり

地域防災計画に避難指示
等の発令基準を記載
⇒R3.3版あり
⇒R4.3版あり

・現行の避難勧告等の判
断・伝達マニュアル発令基
準についてR2年度に見直し
を行う。
⇒R2.3版あり
⇒自主的広域避難情報の
判断基準の記載をした「避
難情報に関するマニュア
ル」R3.11版作成

・避難指示等の判断・伝達
マニュアルに発令基準を記
載
・町タイムライン、桑員2市2
町広域避難タイムライン及
び木曽三川下流部高潮・
洪水災害広域避難計画の
整理

避難勧告等の判断・伝達マ
ニュアルに発令基準を記載
⇒R2.2版あり
⇒R3.9月版作成済み

・避難勧告等の判断・伝達
マニュアルに必要な事項を
記載
⇒R3.9「避難情報の発令・
伝達マニュアル」に変更
・広域避難に関する具体的
な検討を開始

地域防災計画に避難指示
勧告等の発令基準を記載
⇒R2.3版あり

依頼のあった自治体の地域
防災計画について助言

依頼のあった自治体の地域
防災計画について助言

依頼のあった自治体の地域
防災計画について助言

避難場所の指定状況 ・避難先の選定、拡充を図ることが必要
・地区単位での避難先および避難経路の設定が必要
・逃げ遅れた住民の避難誘導に向けて、自宅や高層建物へ
の垂直避難当の緊急避難の方針、誘導方策の検討が必要
・要配慮者利用施設における利用者の避難行動の計画が必
要
・避難先市町村と要配慮者施設の連携した訓練の実施

1-F 浸水想定区域外への事前
避難について、住民に対す
る啓発を推進

浸水想定区域外への事前
避難について、住民に対す
る啓発を推進

木曽三川下流部広域避難
実現プロジェクト、東海ネー
デルランド協議会等を通じ
て検討を継続

「木曽三川下流部広域避
難実現プロジェクト」で現状
の報告と今後の課題につい
て検討済

・浸水想定区域外への事前
避難について、住民に対す
る啓発を推進
・避難確保計画、個別避難
計画の作成の推進

「木曽三川下流部広域避
難実現プロジェクト」で広域
避難の意思決定タイミング
等の検討

大規模台風による高
潮・洪水からの広域
避難を実現するため
の取組

・避難先、避難誘導の方法、避難の手段、避難に必要となる
協定・設備等の多岐にわたる調整が必要
・地域防災計画等への反映等、実効性の確保が課題
・広域避難の必要性について、十分な周知がなされていない

1-G 避難先市町村と域避難に
関する協定締結を検討

木曽三川下流部広域避難
実現プロジェクト、東海ネー
デルランド協議会等を通じ
て検討を継続

木曽三川下流部広域避難
実現プロジェクト、東海ネー
デルランド協議会等を通じ
て検討を継続

防災ガイドブック避難のタイ
ミングを活用した周知の徹
底

避難先市町村との広域避
難に関する協定締結を検
討

木曽三川下流部広域避難
実現プロジェクト、東海ネー
デルランド協議会等を通じ
て検討を継続

避難先市町との協定及び
連携強化
避難所の建設

気象防災情報の利活用に
関する広報

各協議会を通じた関係自
治体との取組
⇒気象防災情報の利活用
に関する周知・広報の継続
実施

気象防災情報の利活用に
関する周知・広報の継続実
施

避難誘導の主体 ・時間が深夜の場合など、状況によっては人員を確保できな
い可能性がある
・豪雨の中、安全に誘導できない恐れが考えられる
・車の誘導、渋滞への対策として、交通整理や交通規制等の
必要性が考えられる

1-H 地域防災計画に誘導体制
について記載

地域防災計画に避難勧告
等の発令基準を記載
⇒R3.11版あり

地域防災計画内に誘導体
制について記載。
⇒R3.3版あり
⇒R4.3版あり

二次被害防止のため、避難
困難時の避難行動を回避

・地域防災計画に誘導体
制について記載
・防災ガイドブックに早期避
難の必要性を掲載。継続し
て周知

地域防災計画に誘導体制
について記載
⇒R2.2版あり

・避難情報の発令時期を工
夫し、避難困難時の避難行
動を回避
・避難訓練を通じて消防団
の誘導体制の確立を推進

地域防災計画に誘導体制
について記載
⇒R2.3版あり

防災業務無線、広報
車、避難に用いるバス
の整備・確保状況

・広域避難におけるバス利用のニーズの把握が必要
・バスのニーズをふまえて、民間事業者を含めバス等の輸送
手段の確保が必要・効率的な避難者の輸送に向け、バス輸
送のための集合場所、避難先、避難経路の設定が必要
・バスだけでなく、鉄道の輸送能力を念頭に、広域避難にお
ける鉄道利用の方針について検討することが必要

1-I 三重交通と協定：バス
名鉄四日市タクシー、三重
近鉄タクシー、三交タク
シーと協定：タクシー

市有バスや民間バスによる
区域外への避難訓練の実
施
⇒新型コロナウイルス感染
症のため防災訓練を行えて
いないため未実施

・R1.9に広域避難訓練を実
施して、いなべ市の一時滞
在施設に移送（対象者：要
配慮者）
・要配慮者が利用するバス
の乗車実数の把握を福祉
部局と整理する。

鉄道等の事前運休に関す
る影響を検討

避難に関する協定締
結

・避難所使用等に関する協定の締結推進が必要
・受け入れ先の自治体および住民に、広域避難に関する必
要性等について理解を求め、協力を仰ぐことが必要
・広域避難の全体最適を求める際の、一部地域で生じる移
動距離・時間の増加などに関する理解の促進が必要

1-J 近隣市町と締結している広
域避難に関する協定に基
づき、具体的なオペレー
ションについて検討を行う

「防災協力パートナー登録
制度（仮称）」を創設し、地
域の事業所に登録していた
だき、一時避難先の確保等
を図る。

・近隣市町村との避難に関
する応援協定を締結してい
く。

木曽三川下流部広域避難
実現プロジェクト、東海ネー
デルランド協議会等を通じ
て検討を継続

・市内に店舗や工場がある
企業等と「災害時の民間協
力一時避難場所に関する
協定」を順次締結

木曽三川下流部広域避難
実現プロジェクト、東海ネー
デルランド協議会等を通じ
て検討を継続

近隣市町村との避難に関
する応援協定を締結

避難に資する設備等
の整備状況

・避難所の拡充及び、避難所までの案内看板等を随時拡充
していく必要あり
・設置した設備に対して改善点の検討

1-K ・同報系防災行政無線を桑
名市101箇所に整備済

移動系防災行政無線整備 ・令和２年度防災行政無線
移設整備完了。
・避難所に看板を設置

・Ｒ3年度にデジタル式移動
系防災行政無線を高度Ｍ
ＣＡ無線に更新予定。
⇒Ｒ３年度ＭＣＡアドバンス
に更新完了。使用可能エリ
アが拡大した。

・同報系防災行政無線・個
別受信機のデジタル化
・防災行政無線と他の配信
ツールの情報連携（緊急速
報・配信メール連携済み）。
今後、HPやCATVとも連携
し多重化を図る

避難所に看板を設置 ・避難所までの誘導案内の
設置
・平成30年度防災行政無
線を更新

避難所への誘導看板の設
置
令和元年度に防災行政無
線の子局更新

令和４年度に新たに避難所
を建設

避難に資
する整備
等に関す
る事項

避難に資
する設備
等の整備

広域避難

事項 項目 内容

区分

情報伝
達・避難
計画等に
関する事
項

河川水位
等の情報
提供等

避難勧告
等の発令

避難勧告等の発令

概ね５年間で実施する取組

課題

赤：未実施、検討中　黒：R３年度より前に実施済　青：R3年度以降に実施済　深緑：R３年度より前に実施済みであり今後も継続実施　緑：R３年度以降に実施済みであり今後も継続実施 気象台
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　 ２）迅速な避難と被害の最小化に向けた地域住民の防災意識向上のための取組

取組状況（R03）
水資源機構中部支社

取組状況（R03）
桑名市

取組状況（R03）
海津市

取組状況（R03）
弥富市

取組状況（R03）
愛西市

取組状況（R03）
木曽岬町

取組状況（R03）
津島市

取組状況（R03）
蟹江町

取組状況（R03）
飛島村

取組状況（R03）
岐阜地方気象台

取組状況（R03）
名古屋地方気象台

取組状況（R03）
津地方気象台

H31.3に配布した洪水ハ
ザードマップにて対応
⇒令和3年9月に新たに作
成した、桑名市防災マップ
内のハザードマップにて対
応

R5.3にハザードマップを全
戸配布する

洪水ハザードマップをR3.9
に作成、全戸配布。

R３年３月洪水ハザードマッ
プ（Ｌ２）・地震ハザードマッ
プ（Ｌ２）・ハンドブック作成。
Ｒ３年４月全戸配布

R1に作成し、R2に公表し全
戸配布

下記の洪水ハザードマップ
にて対応。

新たな浸水想定Ｌ１・Ｌ２及
び津波基準水位の公表を
受け、令和元年度に新たな
ハザードマップを策定、全
戸配布

令和２年度に洪水ハザード
マップ等を策定済み

令和４年度に高潮ハザード
マップを策定予定

・桑名市防災マップを
H31.3に作成し、全戸配布
するとともに市HPで公表
・令和3年9月に桑名市防
災マップを新たに作成し、
市内全戸に配布するととも
に市HPで公表

H２９年度ハザードマップの
作製配布(30.4.1全戸配
布）
R1年度津屋川、山除川・
長除川のハザードマップ作
製配布（2.4.1）

・愛知県高潮浸水想定が
公表される時点で、高潮及
び浸水想定のハザードマッ
プを公表予定（R3年度予
定）
⇒高潮ハザードマップを
R4.3に作成、R4.5に全戸
配布。

Ｒ４年３月高潮ハザードマッ
プ作成。Ｒ４年４月全戸配
布

・避難勧告等の判断・伝達
マニュアルの見直し
⇒ハザードマップの作成

令和2年度に、L2想定を記
載したハザードマップに更新
を行い、全戸配布する
⇒令和３年度に更新し、全
戸配布済み

新たな高潮浸水想定Ｌ１・Ｌ
２の公表を受け、令和３年
１１月に高潮ハザードマップ
を策定、全戸配布

国・県の発表する洪水浸水
想定区域図を基に、村独
自のハザードマップ等を策
定

①防災気象講演会
新型コロナウイルス感染対
策の状況を見ながら計画
（R4.11月頃）

②岐阜県と共同で行う市町
村防災担当者向け「防災
気象情報に関する講習会」
（R4.5.12）

①防災気象講演会
⇒新型コロナウイルス感染
対策の状況を見ながら計画
を策定中

②愛知県内市町村防災担
当者向け「防災気象情報に
関する講習会」（R4.5.30）

①防災気象講演会
新型コロナウイルス感染対
策の状況を見ながら計画を
策定中（Ｒ5.2）
②三重県内の市町防災担
当者向けの研修・気象防災
ワークショップ
（R4.7.26、R4.8.2）
③防災関係機関及び報道
機関向けの「防災情報みえ
連絡会」
（Ｒ4.6.20）

住民等への情報提供 ・観光客（外国人等）への提供が必要 2-B 観光客に限定するものでは
ないが、外国人に配慮した
避難場所・避難所表示板
及び案内図看板を市内の
小学校等76箇所に設置し
た。（R3）

防災行政無線の親局の改
修。音声自動生成装置及
び自動配信装置の導入で、
テキスト入力のワンオペレー
ションで、音声自動放送、
メール配信、アプリ配信が
可能となった。

防災ラジオの普及
同報無線の内容を自動応
答装置
防災ツイッター等の活用
防災アプリケーション導入
多言語ハザードマップの作
成予定

・気象庁HP：「危険度分布」
のハザードマップの水害リス
クラインの重ね表示機能を
追加
・気象庁HP：危険度分布な
ど11か国語による気象情
報の提供開始
・気象庁HP：「自らの命は自
らが守る」基本的な知識と
とるべき行動について学ぶ
学習教材eラニングを提供
開始

気象庁HPを通じた防災気
象情報の提供、及び、住民
への情報理解促進のための
周知・広報やツールの提供

気象庁HPを通じた防災気
象情報の提供、及び、住民
への情報理解促進のための
周知・広報やツールの提供

CCTVカメラ映像の提
供

・より多くの CCTV カメラ映像の公開と高度化、情報の入手、
活用方法の周知
・より多くの市町村で、河川管理者等のHP とリンクし、公開し
ていく必要あり

2-C ダム等のHPで貯水池状況
等のライブカメラ映像を配
信している。

・木曽川下流河川事務所
のHPとリンク
・河川カメラの映像をケーブ
ルテレビで視聴することがで
きるよう、市内ケーブルテレ
ビ会社と協定を締結

弥富市ＨＰと関係機関との
ＨＰのリンクの推進

Ｒ２年度ＣＣＴＶカメラ画像
受信装置設置

・河川監視カメラを役場防
災指令本部及び木曽岬町
防災センターに整備
・内水位及び境港に監視カ
メラを整備（R１）
・非常時にCATVで上記の
情報を公開

津島市HPに河川監視カメ
ラHPのリンクを掲載

蟹江町ＨＰと関係機関との
ＨＰのリンクの推進
ハザードマップに関係機関
のＱＲコードを掲載、活用推
進

河川監視カメラを２箇所設
置
カメラの映像については災
対本部にて受信

避難に関する広報 ・広域避難が必要と思われる場合の早期段階における住民
避難の促進のための広報のあり方、戦略を検討することが必
要
・広域避難に伴う早期避難に対する住民受容、理解促進を
図ることが必要
・地域の水災害リスク、広域避難の必要性に関する理解、主
体的な意思決定による広域避難や日頃からの備えの促進を
図ることが必要
・より有効な意識啓発や共助支援のための資料・ツールの作
成が必要
・大規模水害に対する社会的気運を醸成するための意識啓
発の実施が必要

2-D 定期的に広域避難の会議
を開催し、各市町での情報
共有等の場を設けている。

・令和3年5月20日から運
用開始された新たな避難
情報を開設する防災リーフ
レットを作成し、全戸配布し
た。

防災ガイドブックの周知と随
時更新

「自分の命は自分で守る。」
という方針に従い地域防災
計画を修正
町民の防災訓練、防災学
習会、リーフレット配布等に
より理解促進を企図

・防災・減災について意識の低い住民の意識向上の必要あり 2-E 自治会、自主防災組織、
各団体からの要望に対し
て、防災訓練の支援や講
話を実施している。

・自治会、自主防災組織、
各団体からの要望に対し
て、危機管理課員による出
前講座を実施している。

・小・中学校では木曽川下
流河川事務所による水防
災教育を実施

・防災ワークショップのテー
マを「避難所運営」として、
実際に訓練等を行い、地域
住民の意識の向上を図る。
・出前講座やコミュニティ防
災訓練などで防災啓発を
図る。

・住民より依頼がある場合、
出前講座を実施。
・市広報紙にて定期的に防
災について掲載をしている。
・市役所南館１Ｆに「防災
ぎゃらりー」を設けて啓発を
行っている。

・自主防災組織、学校、
幼・保園、各種団体、企
業、外国人、要配慮者施
設へ出向き出前講座を実
施
・避難所運営訓練の実施

町内会から要望があった場
合に出前講座を開催

・町内会に対して防災学習
会を実施するとともに防災
訓練を支援

地区防災計画の策定推進
により、意識の向上を図る

地区避難所での防災講話
等の実施

防災に関する出前講座へ
の講師派遣

・防災に関する出前講座へ
の講師派遣
日本赤十字社愛知県支部
と協力して小学生向け自習
教材の作成
⇒教材の改善を実施中

防災に関する出前講座へ
の講師派遣

・学校防災教育における意識啓発の手法・内容の検討、およ
びそれに資するツールの作成が必要

2-F 備蓄食料を配布し、各家庭
で防災・災害の話をしてもら
う機会となるよう、防災・災
害啓発を実施。
中学生への防災学習で、ハ
ザードマップの確認等を取り
入れた。

中学生の防災リーダーを育
成する「ジュニア防災リー
ダー養成講座」をR3年度か
ら開催。6名に認定証を授
与。
R4は、7月に開催予定。

小中学校と災害毎の情報
共有の徹底

中学生の防災訓練への参
加を企画（蟹江町総合防災
訓練、海部地方総合防災
訓練）
・小中学生の防災に関する
教育を支援

乳幼児の親に向けた防災
教育の実施

避難に関する訓練 ・関係機関が連携した避難訓練を実施していく必要あり
・地域住民の訓練への参加促進を図る必要あり

2-G 計画はあるが、策定時期は
未定。

自主防災訓練は、桑名市
小学校区３０箇所を３年に
１回実施するローテーション
で実施。年間９～１１箇所
で開催。
⇒令和4年度は12箇所で
開催予定。

・自主防災組織ごとに防災
講話と合わせて防災訓練を
実施。令和3年度は5組織
が実施。
・R4年度は、約30組織が
実施する見込み。
　また、地区社会福祉協議
会と市が協働で避難所開
設訓練を実施する予定。
（R4は2カ所）

・地域防災計画やＢＣＰに
基づいた職員防災訓練を
実施。
・学区単位の防災訓練を実
施

地区や小学校区単位で、
市の防災訓練等を実施

毎年9月第1日曜日に防
災フェアを実施
・自主防災会単位に、発災
から避難所開設初期までの
訓練をし、職員においては
災対本部の運営及び各課
役割分担に沿って訓練を
実施

・学校区単位で、自主防災
訓練を実施している。

　防災訓練において、緊急
避難場所への避難訓練の
実施を推進

防災訓練や避難所見学会
等で避難所までの避難訓
練を実施

　

避難に関
する教
育、訓練

避難に関する教育

住民等へ
の周知・
教育・訓
練に関す
る事項

想定され
る浸水リス
クの周知

浸水想定区域図、洪
水、高潮ハザードマッ
プの公表

・想定し得る最大規模の降雨による洪水等の浸水想定区域
図を基にした洪水等ハザードマップの策定が必要
・水害リスク情報の空白地帯が存在する

2-A

住民等へ
の情報伝
達

概ね５年間で実施する取組

課題

赤：未実施、検討中　黒：R３年度より前に実施済　青：R3年度以降に実施済　深緑：R３年度より前に実施済みであり今後も継続実施　緑：R３年度以降に実施済みであり今後も継続実施 気象台

区分

事項 項目 内容



　 ３）洪水・高潮による社会経済被害の軽減のための迅速な水防・排水活動の取組

取組状況（R03）
水資源機構中部支社

取組状況（R03）
桑名市

取組状況（R03）
海津市

取組状況（R03）
弥富市

取組状況（R03）
愛西市

取組状況（R03）
木曽岬町

取組状況（R03）
津島市

取組状況（R03）
蟹江町

取組状況（R03）
飛島村

取組状況（R03）
岐阜地方気象台

取組状況（R03）
名古屋地方気象台

取組状況（R03）
津地方気象台

河川水位
等の情報
提供等

水防警報の提供 ・下記ツールが、十分に活用されていないおそれあり

・川の防災情報や気象庁 HP で「洪水予報」を一般に公開
・気象庁HPで「高潮警報」を公開
・水害リスクラインを公表

3-A 水防計画に水防警報を位
置付け

川の防災情報を出前講座
などで住民に周知

木曽川下流河川事務所と
の間でタイムラインを策定

・木曽川下流河川事務所と
の間でタイムラインを策定
・避難指示等判断・伝達マ
ニュアルの理解と情報の伝
達

職員に対して「避難指示等
の判断・伝達マニュアル」を
改訂済
川の防災情報を出前講座
などで住民に周知

・職員に対しては「避難情
報の発令・伝達マニュアル」
の運用のための理解及び必
要な知識の習得を推進
・住民に対しては防災学習
会等を通じて啓発を推進

村独自のタイムラインは策
定済み
今後は、河川管理者等との
調整予定

水防活動
の実施体
制

水防活動の実施者 ・水防活動実施者の高齢化により水防工法技術が伝承され
にくくなっている
・サラリーマン化による昼間の人員確保が困難
・避難誘導体制の検討が必要

3-B 水防活動は消防団が実
施。

水防活動は消防団が実施 水防活動に関しては消防
団が実施予定。海部地方
防災訓練にて水防団として
参加

災害時の消防団員の活動
を円滑に行うため愛西市消
防本部水防活動基準の消
防団の災害応急対策活動
における行動マニュアルを
策定。市防災担当と消防
本部で定期的に意見交換
を行う。
⇒行動マニュアル策定

水防活動は、消防団が実
施

・水防活動は消防団が実
施する。
・避難誘導の中心となる消
防団員の活動を円滑に行う
ため、消防団活動マニュア
ルを策定済

・水防活動の主体は消防団
・町内会等による住民主体
の避難訓練の推進

水防活動は消防団が兼務
して実施する。
避難誘導の中心となる消防
団員の活動を円滑に行うた
め、消防団活動マニュアル
を策定済

水防資機
材の整備
状況

水防資機材の備蓄状
況

・複数箇所の水防対応や大規模な対応が必要となった場合
の資機材の不足
・各機関の備蓄情報が共有されていない
・資機材の提供ルールが定まっていない

3-C 関係機関等の要請に基づき
支援派遣できるよう排水ポン
プ車を管内事務所に配置し
ている。

水防倉庫を30箇所設置済
み。

水防倉庫32箇所を年1回
点検するとともに、備蓄資
材を計画的に補充

水防倉庫を市内８か所に設
置済み
⇒5から8カ所に拡充

水防倉庫の資器材におい
ては、海部地区水防事務
組合が管理している。

・水防活動の拠点となる木
曽岬町防災センターR3.3
末整備
・水防倉庫５箇所を年１回
点検するとともに、備蓄資
材を計画的に補充
・高台にある防災センター
への集積スキームの確立

土のう袋や木杭など備蓄品
は、海部地区水防事務組
合が管理している。

・防災倉庫を整理し、即応
態勢を向上
・資器材の拡充を継続実施
中
・水防事務組合と連携し、
有効な体制造りを推進

土のう袋や木杭など備蓄品
は、海部地区水防事務組
合が管理。
土のうを収納する土のうス
テーションを各地区に設置

重要水防
箇所の公
表等

重要水防箇所の公表
及び重要水防箇所合
同巡視の実施

・重要水防箇所が認知されていない 3-D 木曽川下流河川事務所が
実施する合同巡視に参加。

水防活動を担う方との連携
強化を図るため、合同巡視
を実施

地域防災計画に記載して
周知を行っている。

地域防災計画に記載して
周知を行っている。
木曽川下流河川事務所や
海部建設事務所が実施す
る河川合同巡視に参加。

木曽川下流河川事務所が
実施する合同巡視に参加。

海部建設事務所が実施す
る河川合同巡視に参加。

・蟹江町ＨＰの地域防災計
画付属資料において公表
中
・重要水防箇所に関するパ
トロール体制等について地
域防災計画を修正

地域防災計画に記載して
周知。

市町村庁
舎の水害
時におけ
る対応に
関する事
項

市町村庁
舎の浸水
対策

市町村庁舎の浸水対
策の実施状況

・浸水時の耐水対策の推進
・輪中堤の保全

3-E 自家発電機を屋上に移転
させ、災害対策本部員会
議を３階にて実施している。

浸水想定区域内に庁舎が
あるため、浸水対策を実施
済み　災害対策本部を3階
に設置済

令和２年５月より新庁舎運
用開始。地上６階、免震構
造。災害対策本部は４階に
設置。６階に非常用電源の
発電機室、燃料を地下と６
階に備蓄、受水槽ポンプ室
２階に整備済。

ＧＬより１．８ｍ高に１階フロ
アがあり、１階の全ての出入
り口に高さ６０㎝の止水板
が設置できるようになって
いる。また、災害対策本部
は庁舎３階に設置されてい
る。（H28実施）

・複合型施設が完成、庁舎
１階をピロティとして中間免
震を採用した行政棟の4階
に、防災指令本部、資機材
倉庫、防災行政無線室お
よび排水機集中管理室
等、防災拠点を設置

浸水想定区域内に庁舎が
あるため、災害対策本部を
3階に設置済

浸水想定区域内に庁舎が
あるため、危機管理担当課
及び機材を２階へ移動

浸水想定より高い２階部分
に災害対策本部を設置
非常用発電機も駐車場の２
階部分に設置

排水設備
の操作・
運用

排水設備の操作・運
用状況

・排水設備の位置、規模等の情報を関係機関で共有できて
いない

4-A ・樋門・水門等の定期的な
点検を実施。

樋門等は、平常時から定期
的な保守点検を行うととも
に出水時の樋門等の操作
は、操作規則を定めて開閉
等を実施

平常時から水門を運用して
いる。

河川や排水路を管理する
各々の土地改良区により操
作規則を定めて樋門の開
閉や排水機の操作を行って
いる。

平常時から、排水機場の運
転管理を土地改良区に委
託

排水施設は主に土地改良
区が操作、運用している。

排水設備は土地改良区が
操作・運用している。
状況はカメラとモニターにて
確認できるようになってい
る。

災害対策
車両等の
操作・運
用

災害対策車両等の操
作・運用状況

・木曽川下流河川事務所等で所有している災害対策車両に
関する情報の市町村への周知が不十分

4-B ・防災フェアを開催し、災害
対策車輌の展示を行った。
・木曽川下流河川事務所
が実施する災害対策車両
等の操作研修に参加するこ
とにしている。

木曽川下流河川事務所が
実施する災害対策車両等
の操作研修に参加。

木曽川下流河川事務所が
実施する災害対策車両等
の操作研修に参加。

国が主催する排水操作訓
練への参加

総合防災訓練等における
展示を継続して企画

・災害時に公用車を避難さ
せるための立体駐車場を設
置
・防災訓練にて車両展示
し、周知等を行った。（令和
元年度）

排水計画 排水計画の策定状況 ・より具体な計画となるよう、排水計画の改定が必要 4-C 排水計画策定の検討

地域BCP 地域BCPの策定状況 ・住民一人一人の避難行動の認識の徹底
・被災者、企業の早期生活再建を支援するためのライフライ
ンの早期復旧ができるように、地域毎のBCPの策定が必要。

4-D 地域防災計画の災害対策
本部組織を大幅に再編し、
各担当チーム内でBCP等を
再検討していく。

企業BCPの策定を企業に
求めていく。策定のためのハ
ザード等の情報提供を積極
的に行う。企業からの相談
体制を整えていく。

被災者及び地域の早期復
旧を目的とした地域BCPの
策定の検討。

減災ハンドブックに「わが家
の安全MAP」など住民が災
害時に自分達で考え、行動
するための項目がある。

　 ４）河川管理者によるハード対策（洪水氾濫を未然に防ぐ対策、危機管理型ハード対策、その他防災・減災に備えるハード対策）

取組状況（R03）
水資源機構中部支社

取組状況（R03）
桑名市

取組状況（R03）
海津市

取組状況（R03）
弥富市

取組状況（R03）
愛西市

取組状況（R03）
木曽岬町

取組状況（R03）
津島市

取組状況（R03）
蟹江町

取組状況（R03）
飛島村

取組状況（R03）
岐阜地方気象台

取組状況（R03）
名古屋地方気象台

取組状況（R03）
津地方気象台

洪水氾濫
を未然に
防ぐ対策
策の実施

洪水氾濫を未然に防
ぐ対策の実施状況

・河川整備計画で目標とする流量に対し、流下能力が不足し
ている区間あり
・土砂・流木補足効果の高い透過型砂防堰堤等の整備

5-A

対象工事実施中
(流下能力対策）

対象工事実施中
(流下能力、浸透、パイピン

グ対策）

対象工事実施中
(流下能力、浸透、パイピン

グ対策）

対象工事実施中
(流下能力対策）

危機管理
型ハード
対策の実
施

危機管理型ハード対
策の実施状況

・一部、天端の保護が未施工の区間あり 5-B

対象工事実施済
(天端の保護）

対象工事実施中
(流下能力対策）

星見ヶ丘地内（市内丘陵
地）に防災拠点施設を整備
済

協定により指定緊急避難場
所、指定避難所の追加。

災害対策本部等の機能向
上を継続実施中

・地区避難所を新規に５か
所建設
・令和４年度に新たに１か
所建設予定

令和２年11月に桑名市防
災拠点施設の竣工式を実
施し、順次備蓄物を搬入、
保管している。

高須地域に防災拠点施設
を整備予定

既存の公共施設の避難所
の避難スペースの見直し、
民間施設との協定を結び緊
急時避難場所を整備してい
る。また防災ＷＳなどで緊
急時避難場所や垂直避難
等を周知している。

旧永和荘跡地にR４年度か
ら供用開始できるよう愛知
県が広域防災活動拠点を
整備中。

・北部・南部地区避難タ
ワーを整備
・木曽岬町防災センター
（源緑地区河川防災ステー
ション内）を整備
・鍋田川（上流・下流）排水
机上に外付け階段を整備
・小中学校に外付け階段を
整備

・防災公園を３カ所整備予
定（令和５年度及び令和11
年度）

防災訓練等を活用し、自衛
隊担当者による現地確認を
推進

避難所運営マニュアルや避
難所手引き等を作成

適切な土
地利用の
促進及
び、災害
情報の共
有

適切な土地利用の促
進のためのルールや
地域計画等の策定状
況
災害時の情報共有の
ルール策定状況

適切な土地利用の促進及び、災害情報の共有体制強化に
よって、「人的被害・社会経済被害の最小化」、「
逃げ遅れによる人的被害ゼロの実現」すべき。

5-D 災害情報の共有として、ス
マートフォンや携帯電話を
所持していない方に対し
て、桑名市緊急防災ラジオ
の貸与を実施。

R5.3にハザードマップを改
訂するので、住宅等の立地
に活用するよう周知。LOGO
チャットによる情報共有の
強化。

『市町村防災支援システ
ム』を今年度から導入し、
災害時の情報共有の徹底
を図る。

防災情報メール、防災情報
アプリへの登録推進

災害時用に、防災メールや
ツイッター等を活用して情
報共有を図っている

5-C

河川整備
に関する
事項

その他防
災・減災
に資する
整備に関
する事項

防災拠点
等の整備

防災拠点等の整備状
況

・防災拠点の的確・円滑な運用に向けたルールづくりが必要

概ね５年間で実施する取組

課題

赤：未実施、検討中　黒：R３年度より前に実施済　青：R3年度以降に実施済　深緑：R３年度より前に実施済みであり今後も継続実施　緑：R３年度以降に実施済みであり今後も継続実施 気象台

区分

水防活
動・水防
体制に関
する事項

氾濫水の
排水に関
する事項

事項 項目 内容

概ね５年間で実施する取組

課題

赤：未実施、検討中　黒：R３年度より前に実施済　青：R3年度以降に実施済　深緑：R３年度より前に実施済みであり今後も継続実施　緑：R３年度以降に実施済みであり今後も継続実施 気象台
事項 項目 内容

区分
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